
ミリ波帯における大容量

伝送を実現する OAM モー

ド多重伝送技術の研究開

発 

(実施時期：H28～R1) 

本研究では、５Ｇのバックホール回線

等に求められる大容量の無線伝送に対

応するため、近年の研究により電波を

用いた無線通信への適用が可能である

ことが明らかになった OAM のモードに

よる多重伝送技術を確立し、従来の 4

倍の周波数利用効率の向上を目的とし

た研究開発を行います。 

・日本電気(株) 180.0 

ニーズに合わせて通信容

量や利用地域を柔軟に変

更可能なハイスループッ

ト衛星通信システム技術

の研究開発 

(実施時期：H28～R1) 

トラフィックの時間的な変動等により

生じる通信リソースの無駄を改善する

周波数フレキシビリティ技術を確立

し、100Mbps級の情報伝送を行った場

合に、現行の Ka帯ハイスループット

衛星に比べ周波数利用効率を 2倍程度

に改善することで、周波数の有効利用

を図ります。この開発成果について令

和 3年度打上予定の次期技術試験衛星

に搭載し静止軌道上で評価を実施する

ことを目的として研究開発を行いま

す。 

・（国研）情報通信研究

機構 

・三菱電機(株) 

・東北大学 

839.5 

300GHz 帯無線信号の広帯

域・高感度測定技術の研究

開発 

(実施時期：H27～H30) 

140GHzから300GHz帯の無線信号につい

て、QPSK 変調信号などの品質を高精度

かつ高効率に測定することで、未利用の

周波数帯を利用した無線システムの特

性を高精度に高安定で測定する技術の

開発を行います。 

・アンリツ(株) 

・日本電信電話(株) 
240.0 

ミリ波帯による高速移動

用バックホール技術の研

究開発 

(実施時期：H26～H30) 

高速移動体におけるブロードバンド接

続の実現に向け、90GHz 帯等のミリ波帯

を利用した高速移動用バックホール実

現のための無線技術、RoF 技術、高速鉄

道環境でのシステム統合技術及び鉄道

環境試験技術の開発を行います。 

・(株)日立国際電気 

・（国研）情報通信研究

機構 

・（国研）海上・港湾・

航空技術研究所 

・（公財）鉄道総合技術

研究所 

・(株)KDDI 総合研究所 

279.1 

テラヘルツ波デバイス基

盤技術の研究開発 

(実施時期：H23～H30) 

世界的に周波数分配が行われていない

ミリ波帯を超える超高周波数帯（テラヘ

ルツ帯）を用いて、毎秒数十ギガビット

級の超高速伝送を可能とする無線伝送

の基盤技術を確立します。 

本技術により新たな電波資源を開拓す

ることで、ネットワークの高速化を図る

とともに、既存業務を高い周波数へ移行

させることで周波数の有効利用を促進

し、国際標準化を通じて無線通信分野に

おける我が国の国際競争力の強化を図

ります。 

・（国研）情報通信研究

機構 

・パナソニック(株) 

・広島大学 

270.0 



（SCOPE 電波有効利用促進型） 

光領域処理を活用したテ

ラヘルツ帯での高周波数

利用効率マルチキャリア

無線通信の研究 

(実施時期：H30（ﾌｪｰｽﾞⅠ）) 

テラヘルツ帯において、容量100 Gbit/s

を超える高周波数利用効率マルチキャ

リア多重無線通信の実現を目指します。 

トラヒックや伝送距離の変動に応じて、

チャネル数、チャネル当たりのシンボル

レート、変調フォーマットを柔軟に変化

させることができる大容量と適応性を

併せ持つ通信を実現します。テラヘルツ

信号を光信号に変換し、光領域での超高

速処理を活用して信号処理を行う光ア

シスト処理回路・技術を基軸に研究開発

を展開します。 

・立命館大学 5.3 

ワイヤレス給電式医療機

器の製作および臨床応用 

(実施時期：H30～R1) 

ワイヤレス電力伝送（WPT：Wireless 

Power Transfer）は、IEEE で世界を変

える新しい電力供給として期待されて

います。現状の医療用機器は、電池交換

の失念や充電用コンセントプラグの差

し忘れによる未充電やケーブル・スパゲ

ティシンドロームが頻発し、それが原因

で、患者の生命をも脅かす医療事故にな

ることがあり、早急な改善が望まれてい

ます。こうした医療現場の要望から、マ

イクロ波帯での共振器であるオープン

リング型共振器接続を用いた WPT 方式

を医療機器に導入し、医療機器の小型軽

量化と同時に患者のバイタルサイン（生

体情報）の伝達も可能にします。 

・徳島大学 32.3 

インプラント機器の高精

度制御を実現する超広帯

域微弱無線による位置推

定法の開発 

(実施時期：H30（ﾌｪｰｽﾞⅠ）) 

本研究開発では、インプラント機器の高

度制御を実現する超広帯域微弱無線に

よる高精度位置推定技術を開発します。

従来、インプラント無線制御においては

狭帯域信号が主に利用されていたが、こ

れを GHz 帯以上の超広帯域信号帯まで

高周波数化し、微弱無線準拠の超広帯域

電磁界パルス(3.1-10.6GHz)を用いた

mm オーダーの精度の位置推定法を確立

することで、インプラント機器制御の周

波数利用帯の拡大を目的とします。 

・名古屋工業大学 5.1 



テラヘルツ帯テラビット

無線に向けた多重通信デ

バイスの研究開発 

(実施時期：H29～R1) 

広大な帯域に複数チャネルを配置する

周波数多重、端末の姿勢によらず通信可

能な円偏波での多重、電磁波の新たな伝

搬形態として注目される光渦の軌道角

運動量を利用した OAM モード多重通

信、振幅多値変調を融合させた多重・多

値通信を開発し、従来とは比較とならな

い数桁違いのテラビット級大容量通信

の基幹技術を開発します。 

・東京工業大学 29.3 

超広帯域コヒーレントレ

ーダ技術の研究開発 

(実施時期：H29～H30) 

ミリ波帯を用いた超広帯域な車載レー

ダは、自動運転システムの実現などに有

用な技術として期待されているが、ミリ

波帯の超広帯域レーダを実現するため

には、探知距離の劣化を抑制し、かつ超

広帯域を有効活用した高信頼性レーダ

方式が必要であることから、①広帯域レ

ーダ変復調技術の研究開発、②超広帯域

レーダ技術の研究開発、③離隔周波数帯

域合成レーダ基盤技術の研究開発に取

組みことにより「超広帯域コヒーレント

レーダ技術」を確立します。 

・電気通信大学 25.3 

60GHz 帯超高速近接通信用

LSI チップ搭載端末を利用

した“巨大データ交換サー

ビス”創生に係る研究開発 

(実施時期：H29～H30) 

IEEE802.15.3e規格に準拠した60GHz帯

超高速近接通信用 LSI チップをユーザ

ーのモバイル通信端末に実装し、巨大デ

ータ交換操作を行うユーザー端末をモ

バイル通信のインフラ網から分離独立

せることにより、第５世代移動体通信シ

ステムによる通信容量の増強を上回る

爆発的な通信リソース要求の増加を吸

収できるようにします。 

・高速近接無線技術研究

組合 
20.3 

CMOS ミリ波帯フェーズド

アレイ無線機の研究開発 

(実施時期：H29～H30) 

2020 年代における第 5 世代移動通信シ

ステム（5G）の本格的な普及・展開に向

けて、高速通信・高精度ビーム制御可能

なミリ波帯無線基地局を小型・低コスト

で実現するため、世界に先駆けて 39GHz

帯 CMOS 集積回路とアンテナ・IC 一体モ

ジュールを開発します。 

・東京工業大学 

・日本電気(株) 

・北海道大学 

27.8 

超高精度テラヘルツスペ

クトル制御技術の開発 

(実施時期：H28～H30) 

テラヘルツ帯の信号発生・検出・評価技

術と科学応用、産業応用のために、これ

までの単パルス光源や光位相同期など

の高度な光源制御に技術の重点があっ

たテラヘルツ信号発生とは異なり、電気

信号を入力として高精度な光変調を実

現する外部変調技術に基づく、テラヘル

ツ帯での高精度・高安定な信号の発生を

実現する技術の開発を行います。 

・シンクランド(株) 

・早稲田大学 

・（国研）情報通信研究 

機構 

・同志社大学 

・国立天文台 

28.4 



ミリ波利用促進に向けた

高速通信用高周波素子の

研究開発 

(実施時期：H28～H30) 

高速通信用の低コスト高周波デバイス

の実現のため、格子定数とバンドギャッ

プを独立に変調した格子整合系ヘテロ

接合技術の４属半導体における実現、Si

や SiGe よりも高移動度な４属半導体チ

ャネル層の開発、安価な Si もしくは絶

縁基板上への高周波デバイス実装技術

の開発に取り組みます。 

・電気通信大学 8.4 

圧縮センシングに基づく

テラヘルツレーダーチッ

プの研究開発 

(実施時期：H28～H30) 

本研究では、周波数 0.3THz 以上のテラ

ヘルツ帯で動作する超小型近距離レー

ダーを世界に先駆けて実現するために

①1mm 以下の計測分解能を達成し、②可

視光帯で不透明な物質を透過でき、③超

音波のような激しい空気減衰および音

速度による律速を受けず、④複雑な自由

曲面にフィットして配置でき、⑤しかも

無線通信の周波数と混信することのな

いレーダーを実現するための研究開発

を行います。 

・慶應義塾大学 8.5 

 



３（２） 周波数ひっ迫対策技術試験事務等の実施 

 

（１）業務の内容 

① 目的 

近年の無線局の急激な増加により、周波数がひっ迫するために生じる混信・ふく

そうを解消又は軽減するため、電波の有効利用を可能とする技術を早期に導入する

ことが求められています。 

このため、電波を有効に利用できる実現性の高い技術について技術的検討を行

い、技術基準を策定することにより、その技術の早期導入を図ることを目的とする

「周波数ひっ迫対策のための技術試験事務」を平成８年度から実施し、周波数のひ

っ迫を緩和することとしています。 

 

② 概要 

周波数ひっ迫対策のための技術試験事務は、電波の有効利用を可能とする技術の早

期導入を図るため、電波資源拡大のための研究開発の成果や民間等で開発された電波

を有効利用する技術の試験やその結果の分析を実施しています。 

具体的な内容は、以下のとおりです。 

 

ア 伝送効率及び収容効率の向上を可能とする技術 

既存の周波数帯内において、これまでアナログであった無線通信をデジタル化

し使用する周波数帯域の幅を狭くすることや、１チャネル当たりの周波数帯幅を

狭くすること（ナロー化）で、新たに割当てが可能な周波数を増加させることに

より、既存の周波数帯を有効に利用するための技術 

 

図 10:デジタル化・ナロー化技術 

 

 

出

力

周波数

出

力

各チャネルの配置

もとのアナログ情報

時間 時間

信
号
レ
ベ
ル

信
号
レ
ベ
ル

情報を圧縮
して伝送

大容量・高速伝送
混信に強い

周波数利用効率の向上

周波数



イ 混信・妨害を軽減又は解消する技術 

従来割当てが不可能であった周波数への他の無線局からの混信・妨害等を軽減

又は解消し、共用を可能とすること等により、周波数を有効に利用するための技

術 

 

Ａ 同一メディア内の混信妨害の軽減・解消技術 

 

図 11:同一メディア内の混信妨害の軽減・解消技術 

Ｂ 周波数共用技術 

 

図 12:周波数共用技術 

Ｃ 電磁環境計測技術／無線機器計測技術 

 

図 13:電磁環境計測技術／無線機器計測技術 
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（２）平成 30 年度の実施状況 

平成 30 年度は新規 6件、継続 10 件の合計 16 件の技術試験事務を実施し、53.9 億円

を支出しました。平成 30 年度技術試験事務実施案件は、表４を参照ください。 

実施に当たっては、有識者から構成される評価会を開催し、①新規に実施する技術

試験事務の必要性の判断を行う「事前評価」、②毎年度の技術試験事務の進捗を評価

するための「継続評価」、③技術試験事務終了時に得られた成果を評価するための

「終了評価」を実施しています。評価結果については、電波利用ホームページを参照

ください。 

（https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/purpose/tectest/） 

また、平成 30 年度に終了した技術試験事務案件については、得られた成果を踏ま

え、新たに 7件の無線システムの実用化に向けて技術基準の策定等に取り組む予定と

しています。 

上記のほか、技術動向等の調査及び技術試験等の実施に関し外部有識者による施策

の評価を行うために 2.6 億円を、また、地域の特性に応じた電波有効利用技術に関す

る調査・検討を行うために 1.2 億円をそれぞれ支出しています。 

 

 

〇FM 同期放送の導入に関する技術的条件の調査検討 

  同一番組を隣接する放送エリアで同一周波数により放送する「同期放送」技術を

導入するにあたり、本技術試験事務により実施した調査結果を踏まえ、情報通信審

議会において技術的条件の検討を進め、令和元年度中に技術基準の策定を予定して

います。 

 

〇1.7GHz 帯等における携帯電話用周波数の確保のための技術的条件に関する調査検討 

1.7GHz 帯等の周波数帯を携帯電話用周波数として確保するため、既存の公共業務用

無線システムの電界強度実測調査・解析、既存無線システムと携帯電話システム

（LTE-Advanced）の無線局間の干渉など各種技術試験等を実施しました。 

その技術試験の成果の一部は、情報通信審議会新世代モバイル移動通信システム委

員会に提案し、1.7GHz 帯携帯電話システムに追加割当を行うための審議・検討に寄与

するとともに、平成 30 年１月に、特定基地局の開設指針の策定にも寄与し、1.7GHz

帯に 80MHz 幅の携帯電話用周波数を追加確保しました。 

 

平成 30 年度に終了した技術試験事務の制度化への主な取組状況 

 



表４:平成 30 年度技術試験事務課題一覧 

※網掛け部分は、平成 30 年度新規案件 

案件名 概要 請負先 
支出額 

(百万円) 

Connected Car 社会実

現のための新たなワイ

ヤレスシステムの調査

検討 

(実施時期：H30～R1) 

2020 年までに世界最先端の安全・安

心・快適な Connected Car 社会実現に

向けて、Connected Car が利用する次

世代Ｖ２Ｘシステム等の技術試験を通

じて、当該技術の実装及び既存システ

ム等との周波数共用を図ります。 

・沖電気工業(株) 

・(株)NTT ドコモ 

・パナソニックシステ

ムソリューションズ

ジャパン(株) 

・(株)NTT データ経営

研究所 

・(株)三菱総合研究所 

・合同会社 White 

Motion 

643.6 

1.2GHz 帯等における

4K･8K 用 FPU 導入のた

めの技術的条件に関す

る調査検討 

(実施時期：H30～R1) 

マラソン等のスポーツ中継において、

超高精細度（4K･8K）の放送用映像素

材をリアルタイムで伝送するため、

1.2/2.3GHz 帯の FPU による大容量伝送

システムの実現に必要な技術的検討や

他の無線システムとの共用条件の検討

を行います。 

(株)NHK アイテック 168.5 

非静止衛星システムの

高度化に係る周波数共

用技術に関する調査検

討 

(実施時期：H30～R2) 

非静止衛星通信システムは、低遅延か

つ極域を含むグローバルなエリア確保

が可能という特徴を有することから、

船舶、航空機等の安全運航に資する重

要な通信手段等として期待されていま

す。我が国への導入に向けて、非静止

衛星が使用する周波数と同一・隣接周

波数を使用する他システムとの共用条

件について検討を行い、技術基準を策

定することで周波数の有効利用の促進

を図ります。 

・(株)三菱総合研究所 158.8 

次世代高機能レーダー

の導入による周波数の

有効利用のための技術

的条件に関する調査検

討 

(実施時期：H30～R2) 

ゲリラ豪雨等の甚大化を受け、雨雲等

の早期検知を可能とする気象レーダー

の精度向上及び設置の要望が強いた

め、近い将来、レーダーの周波数が枯

渇するおそれがあります。このため、

周波数の有効利用を図りつつ、高機能

な気象レーダーの配置を可能とする狭

帯域化等の技術を有する「次世代高機

能レーダー」の技術的条件を検討する

とともに、他の無線システム等との周

波数の共同利用を促進します。 

・東芝インフラシステ

ムズ(株) 
149.0 



動的な周波数割当に向

けた無線局間の共用に

関する調査検討 

(実施時期：H30～R2) 

諸外国の動向調査を参考に、1.2GHz 帯

及び９GHz 帯における公共業務用等の

既存無線局との間で、共用の対象とな

る無線局の電波伝搬モデル、運用実態

を考慮した共用条件、運用調整手法等

の検討を行うことにより、場所・時間

等を考慮した動的な周波数共用の実現

向けた技術試験を行います。 

・(株)三菱総合研究所 216.0 

新たな標準化動向に対

応した次世代モバイル

システムの技術実証 

(実施時期：H30) 

5G・LPWA 等の次世代モバイルシステム

と既存システムとの共用検討等に必要

となる要求条件を取りまとめるた

め、、複数の無線システムが混在する

環境における技術試験を実施します。 

・(株)野村総合研究所 

・(株)三菱総合研究所 
571.1 

第５世代移動通信シス

テム等の導入に向けた

技術的検討 

(実施時期：H29～R1) 

第５世代移動通信システムの早期実現

に向けて、広帯域な周波数確保と周波

数利用効率の一層の向上を目指すとと

もに、超高速、多数同時接続、低遅

延・高信頼に対応したキーテクノロジ

ーを組み合わせ、５Ｇの技術的条件の

策定や既設の無線システムとの共用検

討、電波伝搬特性等を明らかにするた

め、総合的な技術試験を行います。 

・(株)NTT ドコモ 

・NTT コミュニケーシ

ョンズ(株) 

・KDDI(株) 

・(株)国際電気通信基

礎技術研究所 

・ソフトバンク(株) 

・Wireless City 

Planning(株) 

・（一社）電波産業会 

1,878.9 

車の走行環境等に適応

した自律分散型ネット

ワークの技術的検討 

(実施時期：H29～H30) 

移動通信トラヒックの増大に対応する

ため、高い相対速度、激しい電波受信

強度の変化等の自動車間通信特有の環

境に適応した自律分散型ネットワーク

の構築に必要な無線通信技術の実現に

向け、技術的条件の検討を実施しま

す。 

・(株)三菱総合研究所 58.3 

デジタル公共業務用無

線システムの高度利用

のための技術的条件に

関する調査検討 

(実施時期：H29～H30) 

VHF 帯を利用するデジタル防災行政無

線(同報系)について、公共業務用周波

数帯の有効利用を図るため、高度で高

密度な周波数利用を可能とする技術的

条件について検討します。 

・（一社）電波産業会 127.4 

FM 同期放送の導入に

関する技術的条件の調

査検討 

(実施時期：H29～H30) 

全国的に FM 放送用周波数がひっ迫傾

向にあり、FM 局への新たな周波数割当

は困難な状況になりつつあります。こ

の周波数のひっ迫解消に向けて、同一

周波数によるシームレスな受信環境や

高効率な周波数利用を実現するための

FM 同期放送の技術的条件の調査検討を

行います。 

・(株)NHK アイテック 68.0 



無線設備の適合性評価

における試験方法等に

関する調査検討 

(実施時期：H29～R1) 

近年の無線設備・測定器等の状況や今

後の動向等を踏まえ、無線設備の適合

性評価における試験方法等の調査検討

を行います。 

・（一財）テレコムエン

ジニアリングセンタ

ー 

113.2 

第５世代移動通信シス

テム等用の新たな周波

数確保に向けた調査検

討 

(実施時期：H29～H30) 

ITU において検討が進められているミ

リ波帯などの新たな周波数帯へ移動通

信システムを導入するため、隣接帯域

や同一帯域を利用している既設の無線

システムとの干渉検討を行うととも

に、自律的な周波数共用を行うための

技術的検討等を行います。 

・(株)NTT ドコモ 

・(株)三菱総合研究所 
324.0 

3.4-3.8GHz 帯に係る

周波数の有効利用のた

めの技術的検討 

(実施時期：H29～H30) 

3.4-3.8GHz 帯のうち、第５世代移動通

信システム（５Ｇ）に割り当てられた

3.6-3.8GHz 帯について、多数アンテナ

を用いたビームフォーミング等の技術

要素、地理的特性を踏まえた伝搬損

失、陸上移動局の影響等を加味した共

用可能性に係る技術的検討を実施しま

す。 

・(株)NTT ドコモ 

・(株)野村総合研究所 
152.6 

2020 年東京オリンピ

ック・パラリンピック

競技大会に伴って開設

される無線局と既存無

線局の周波数共用に関

する調査検討 

(実施時期：H29～R1) 

2020 年東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会では、海外持込みの無線

機を含む多種多様な無線局の運用並び

にそれに伴う通信需要の激増が予想さ

れることから、東京近郊の電波利用密

集地域での周波数緩和及び無線局の混

信等を避けるため、異なる無線システ

ム間の効率的な周波数共同利用の実現

に向けた技術的検討を行います。 

・(株)NHK アイテック 366.1 

漏えい電波からの無線

設備保護に向けた技術

的条件に関する調査検

討 

(実施時期：H28～H30) 

ワイヤレス電力伝送システム等の新し

い種類の高周波利用設備が、近年現れ

つつある中、このような高周波利用設

備と無線設備の電波の共用条件が現状

の技術基準で適切であるかを調査検討

によって明らかにします。 

・エヌ・ティ・ティ・

アドバンステクノロ

ジ(株) 

74.8 

1.7GHz 帯等における

携帯電話用周波数の確

保のための技術的条件

に関する調査検討 

(実施時期：H28～H30) 

携帯電話システムの周波数帯域拡大の

ため、1.7GHz 帯等における同一周波数

帯を使用する既存無線システムとの周

波数共用条件等について調査検討を実

施します。 

・(株)三菱総合研究所 318.6 

 



３（３） 無線技術等の国際標準化のための 

国際機関等との連絡調整事務 
 

（１）業務の内容 

① 目的 

我が国の増大する電波需要に対応するためには、適切な技術基準の策定を通じて、

周波数利用効率の高い無線技術を導入していくことが求められます。加えて、近年の

電波利用のグローバル化を背景に、我が国の技術基準と国際標準の調和が取れてい

ることも重要です。しかし、国際機関等との連絡調整が不十分な場合、我が国が周波

数利用効率の高い無線技術を国内基準として採用する一方で、その技術が国際標準

にならず、利用効率の低い他の無線技術が国際標準となる状況が考えられます。この

ような状況になると、我が国は混信の回避、国際的な調和及び互換性の確保の観点か

ら、国際標準化された利用効率の劣る無線技術を導入せざるを得なくなるおそれが

あります。このように国際機関等との十分な連絡調整なしに我が国の技術基準を定

めても、その技術が国際標準化されない場合には電波の有効利用が実現できないお

それがあります。 

このため、我が国の周波数ひっ迫事情を反映した周波数利用効率の高い無線技術

の国際標準化を積極的・戦略的に進め、国際的に調和の取れた無線技術として技術基

準を策定できるように、「無線技術等の国際標準化のための国際機関等との連絡調整

事務」を実施しています。 

 

② 概要 

国際的に調和の取れた、周波数利用効率の高い無線技術を技術基準として策定す

るため、以下の事務を実施しています。 

 

ア ワイヤレス分野における国際標準化に必要な連絡調整事務（国際標準化連絡調

整事務） 

重点的に国際標準化を行うべき技術項目の調査、国際会議への出席及び主要国

への働きかけ 

 

イ 我が国の無線システムの円滑な運用確保に必要な連絡調整事務 

外国主管庁との周波数調整会議の実施や、国際電気通信連合（ITU）への周波

数使用に係る各種申請等 

 

ウ その他 

国際電気通信連合（ITU）及びアジア・太平洋電気通信共同体(APT)への分担



金・拠出金の負担等 

 

（２）平成 30 年度の実施状況 

平成 30 年度は、表５に掲げる連絡調整を実施し、11.1 億円を支出しました。 

この結果「406MHz 帯を利用した次世代衛星のビーコン通信技術の国際標準化のため

の国際機関との連絡調整事務」においては、EPIRB(非常用位置指示無線標識)-AIS(船

舶自動識別装置)の 2重アドレス問題に対し、日本及び米国からの提案で

IMO(NCSR6)(国際海事機関(第 6回航行安全・無線通信・捜索救助小委員会))で承認さ

れ、AIS の ITU-R 勧告改定案に追加されました。また、我が国も周波数の有効利用につ

ながる技術として実現を期待している、ガリレオ衛星のリターンリンクサービス機能

搭載の EPIRB について、ID に MMSI(海上移動業務識別)を使用できるよう改定提案を行

い、普及の促進を図りました。 

なお、国際標準化連絡調整事務の実施に当たっては、有識者から構成される評価会に

より、①新規に実施する国際標準化連絡調整事務の必要性の判断を行う「事前評価」、

②毎年度の国際標準化連絡調整の進捗を評価するための「継続評価」、③国際標準化連

絡調整事務終了時に成果を評価するための「終了評価」を実施しております。評価結果

については、電波利用ホームページを参照ください。 

（https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/purpose/kokusai/index.htm） 

 

 

ア 国際標準化連絡調整事務 

案件名 概要 請負者 

支出額 

（億

円） 

海上無線通信の高度化に

関する国際機関等との連

絡調整事務 

 

次世代 GMDSS の要素技術に関し、我が国から最新

の技術動向を踏まえた周波数利用効率の高い無線

通信技術の規格・仕様（通信方式や性能要件等）を

ITU 等に提案し、国際標準へ反映させるため、動向

調査及び各国との調整を行うとともに我が国提案

等を実施。 

・日本無線(株)       0.2 

406MHz 帯を利用した次世

代衛星のビーコン通信技

術の国際標準化のための

連絡調整事務 

Cospas-Sarsat 合同委員会及び専門家会合に参加

するとともに、関係各国の政府及びビーコンメー

カーとの戦略的調整を図りつつ、国際標準化動向

調査や国際標準化活動等を実施。 

・(一社)電波産

業会 
0.1 

 

表５:平成 30 年度国際機関等との連絡調整事務一覧表 



第５世代移動通信システ

ムの国際協調に向けた調

査及び国際機関等との連

絡調整事務 

第５世代移動通信システム等の導入にあたり、我

が国の技術を ITU-R 等における国際標準化活動に

反映させるとともに、我が国の将来の周波数事情

と国際的な周波数との調和を目指し、動向調査、各

国との調整を実施。 

・(一社)電波産

業会 

・(株)ＮＴＴ経

営研究所 

・（一財）日本

ＩＴＵ協会 

・（株）インフ

ォシティ 

1.9 

自動走行システムに必要

な無線通信技術の国際標

準化のための国際機関等

との連絡調整事務 

自動走行の実現に必要な無線システムなどの ITS

用周波数の世界的調和を図るため、我が国の将来

の周波数事情を踏まえた提案を行い、国際標準に

反映させるため、国際標準化機関や関連諸国等の

動向把握や連絡調整を実施。 

・(一社)電波産

業会 
0.4 

無人航空機システムの電

波利用技術の国際協調に

向けた国際機関等との連

絡調整事務 

近年、ドローンなど無人航空機システム（UAS）を

様々な用途に利用するニーズが加速化し、ITU や国

際民間航空機関（ICAO）等において、UAS の具体的

な利活用に向けた検討が本格化しているところ、

我が国が開発した周波数利用効率の高い UAS の電

波利用技術をITUや ICAO等の国際標準へ反映させ

るため、国際標準化機関や関連諸国等の動向把握

や連絡調整を実施。 

・（株）三菱総

合研究所 
0.3 

モバイルバックホール向

け大容量固定無線通信技

術等の国際標準化のため

の国際機関等との連絡調

整事務 

急増するモバイルネットワークのトラヒックに対

応したバックホール回線等に適用する我が国の固

定無線通信技術等を ITU 等の国際標準へ反映させ

るため、国際標準化機関や関連諸国等の動向把握

や連絡調整を実施。 

・（株）三菱総

合研究所 

 

0.3 

ワイヤレス電力伝送シス

テムの国際標準化に向け

た国際機関等との連絡調

整事務 

我が国が重点的に取り組んでいるワイヤレス電力

伝送システムについて、既存の無線システムとの

周波数共用条件をITU-R勧告等に反映させるため、

国際標準化機関や関連諸国等の動向把握や連絡調

整を実施。 

・（株）エヌ・

ティ・ティ・デ

ータ経営研究所 

0.3 

 

 

 

 

 

 

 



イ 我が国の無線システムの円滑な運用確保に必要な連絡調整事務 

案件名 概要 請負者 

支出額 

（億

円） 

我が国の無線システムの

円滑な運用の確保のため

の周波数管理等に関する

国際機関における審議状

況調査 

ITU-R における国際的な周波数管理枠組みの見直

しなどの周波数管理全般に係る検討について、我

が国の無線システムの円滑な運用を確保するため

に、我が国の意向に沿った検討結果を得るための

動向調査、各国との調整などを実施するほか、世界

無線通信会議（WRC）に対する戦略を検討するため

の調査を実施。 

・ワシントン

コア L.L.C. 

・(一財)テレ

コム先端技術

研究支援セン

ター 

0.5 

我が国の無線システムの

円滑な運用確保のための

衛星調整等に必要な連絡

調整 

有害な混信から我が国の無線システムを保護する

ため、各国の衛星通信網に係る情報の収集・整理、

我が国の衛星通信網及び地上通信網との干渉の可

能性の分析を実施。また、我が国小型衛星の運用者

を対象とした、衛星通信網の国際調整に係る資料

の作成、データの出力を支援するためのツール（ソ

フトウェア）を作成。さらに、我が国で使用する衛

星通信網の周波数の国際的な保護を確保するた

め、ITU に対し、周波数使用に係る各種申請を実施。 

・宇宙技術開

発（株） 

・ITU 

0.7 

 

 

ウ その他 

案件名 概要 請負者 

支出額 

（億

円） 

ITU 及び APT の分担金・拠

出金等 

ITU 及び APT の構成国の義務である分担金のうち

無線通信分野の活動分の負担や、活動支援のため

の資金の拠出等を実施。 

・ITU 

・APT 

・（一財）日本

ITU 協会 

6.6 

 



3（4）周波数の国際協調利用促進事業 

 

（１）業務の内容 

① 目的 

我が国では、周波数のひっ迫状況の緩和のため、電波のより効率的な利用に資する

技術の導入の観点から、研究開発、技術試験事務及び国際標準化に取り組んでいます。 

国際標準化については、複数の技術基準が国際標準として併存し技術導入にあたっ

て標準間での競争が生じるケース等において、我が国の技術を国際標準化するだけで

は我が国の電波の能率的な利用の確保が担保されない恐れがあります。このような場

合、国際的な優位性を確保した上で国際標準として策定することが重要であり、その

ために当該無線技術等の国際的な普及促進を図ることが必要です。 

このため、我が国が開発した周波数利用効率の高い無線技術について、国際的な普

及及び周波数の国際的な協調利用を促進することを目的とした「周波数の国際的な協

調利用促進事業」を実施しています。 

 

② 概要 

我が国の周波数利用効率の高い技術について、国際的な優位性を持って国際標準と

して策定されるようにするため、平成 29 年度より、官民ミッションの派遣、人的交

流、諸外国の市場動向調査、現地での実証実験等を実施しています。 

 

（２）平成 30 年度の実施状況 

平成 30 年度は、29 件を実施し、11.1 億円を支出しました。 

「東南アジアにおけるワイヤレスビジネス展開に資する調査及びセミナー開催支援」

において、平成 30 年５月２日にハノイ（ベトナム）で、官民合同で国際セミナー「Japan 

Wireless EXPO in Viet Nam」を開催し、我が国の電波システムを東南アジア諸国の運

用、調達等に携わる関係者等に紹介しました。 

また、「空港面監視用マルチラテレーションの海外展開を通じた周波数の国際協調利

用促進に関する調査研究」において、請負事業者とベトナム航空管制機関との間で、空

港面監視用マルチラテレーションシステムの実証実験と技術協力に関する合意文書を

締結しました。 

周波数の国際協調利用促進事業の実施に当たっては、有識者から構成される評価会に

より、①新規に実施する案件の必要性の判断を行う「事前評価」、②企画・立案された案

件に対して行われる提案を採択する「採択評価」、③毎年度の進捗を評価するための「継

続評価」、④終了時に成果を評価するための「終了評価」を実施することとしています。 



表６:平成 30 年度周波数の国際協調利用促進事業案件一覧表 

 

案件名 概要 請負者 
支出額 

（百万円） 

東南アジアにおけるワイ

ヤレスビジネス展開に資

する調査及びセミナー開

催支援 

東南アジアへの展開が見込める我が国

の電波システムに関する調査を実施す

ると共に、当該システムを普及・展開

させるためのセミナー開催の支援作業

を実施。 

（株）ベイカレント・コ

ンサルテイング 
8.3 

周波数の国際協調利用促

進に関する調査研究 

我が国の周波数事情に合う周波数利用

効率の高い無線技術について、海外に

おける実用化・普及動向、諸外国にお

ける導入可能性等について調査を実

施。 

デロイトトーマツコンサ

ルティング合同会社 
10.6 

超伝導技術を活用した無

線フィルタの海外展開を

通じた周波数の国際協調

利用促進に関する調査 

隣接周波数帯からの電波輻射を遮断し

高感度な測定を確保するため、超伝導

技術を利用した無線フィルタの実証実

験を通じた性能評価を行うとともに、

本システムの普及促進に向けた国際動

向についての調査を実施。 

東芝ホクト電子（株） 24.8 

地上型衛星航法補強シス

テムによる周波数の国際

協調利用促進に関する調

査研究 

地上型衛星航法補強システム（GBAS）

について、ベトナムをはじめとした東

南アジア諸国における整備需要・整備

計画の動向を調査するとともに、ベト

ナムにおける GBAS の実証実験に当た

り、GBAS 用電離圏脅威モデルの構築、

ベトナム国内の関連制度の調査等を実

施。 

（一財）航空保安無線シ

ステム協会 
16.0 

適応映像配信制御技術及

びマルチパス映像配信技

術を用いたドローン映像

配信システムの海外展開

に関する調査研究 

適応映像配信制御技術及びマルチパス

映像配信技術を用いたドローン映像配

信システムの海外展開に資するため、

インドネシアを対象に、潜在ユーザに

対する公開実証実験の実施に向けた検

討・準備、国際標準化に向けた調査検

討、及び今後の海外展開方針の策定等

を実施。 

（株）三菱総合研究所 20.0 



リージョナルジェット向

け衛星アンテナの海外展

開に関する調査研究 

リージョナルジェット向け衛星アンテ

ナの海外展開戦略策定に向けた国際的

なサービス・標準化動向の調査及び分

析、加えて海外展開体制構築を実施。 

（株）三菱総合研究所 8.0 

電波システムに係る周知

広報映像制作事業 

平成 29 年度に制作した電波システム

の周知広報映像に関して、我が国のV2X

技術を活用した高度道路交通システム

の積極的な普及・展開に資する映像を

新たに制作し、当該映像を既存の周知

広報映像に組み込む更改を実施。 

（株）毎日映画社 5.3 

リニアセルレーダーシス

テムのマレーシアでの実

演のための調査及び企画 

マレーシアをはじめとしたアジア諸国

にリニアセルレーダーシステムを展開

する上で効果的な広報・実演を行うた

め、現地の調査及び具体的な企画等を

実施。 

（株）日立国際電気 1.0 

東南アジアにおけるワイ

ヤレスビジネス展開に資

する調査 

我が国の電波システムを海外展開する

ため、我が国の政府関係者、民間企業

等が当該国を訪問してセミナー等を開

催し、関係者に対して効果的な広報を

行うための具体的な広報企画について

調査を実施。 

（一財）日本宇宙フォー

ラム 
1.0 

マレーシアにおける気象

レーダーの実証実験の実

施に関する調査検討 

我が国の優れた気象レーダーを海外に

普及させるため、マレーシアに固体素

子型気象レーダーを設置し、レーダー

技術の一層の研究開発に資する実証実

験を実施するため、事前調査や実証実

験システムを構築するための準備を実

施。 

東芝インフラシステムズ

（株） 
135.5 

インドネシアにおける津

波・海洋レーダーの実証

実験の実施に関する調査

検討 

津波・海洋レーダーのインドネシアへ

の導入促進にあたり、実際に津波や海

象を観測する実証実験を行うための事

前調査や、全体計画の作成、実証実験

システムを構築するための準備等を実

施。 

日本無線（株） 84.2 



リニアセルレーダーシス

テムの海外展開を通じた

周波数の国際協調利用促

進に関する調査 

我が国で開発されたリニアセル方式の

異物検知システムについて、マレーシ

アを中心とする ASEAN 諸国への働きか

けを強化し、ASEAN諸国での実証試験シ

ステムの構築を行うための準備を実

施。 

（株）日立国際電気 102.0 

空港面監視用マルチラテ

レーションの海外展開を

通じた周波数の国際協調

利用促進に関する調査研

究 

空港面における航空機の位置を検出す

るために用いられる空港面監視用マル

チラテレーションシステムについて、

海外において本システムの性能を評価

する実証実験を行うため、前年度に実

施した調査及び基本設計を基に準備等

を実施。 

日本無線（株） 85.0 

エルサルバドル共和国に

おける緊急警報放送シス

テムの普及に関する基礎

調査等 

エルサルバドル共和国において緊急警

報放送システムの普及に向けた調査を

行うほか、ISDB-T 方式採用国において

地上テレビ放送の円滑なデジタル化移

行に関する支援を実施することによ

り、当該国のデジタル化移行の早期実

現を目指し、より一層の我が国の国際

競争力強化を図る。 

（一財）海外通信・放送

コンサルティング協力 
40.5 

中南米諸国における地デ

ジ等を活用した防犯シス

テムの展開準備に関する

調査等 

中南米諸国におけるデータ放送を活用

した防犯システムの導入可能性につい

て調査し、当該国政府機関及び関心の

ある企業に情報提供・提案を行うこと

で、当該国におけるデータ放送を活用

した防犯システム整備の実現に向けた

働きかけを実施。 

（株）エヌ・ティ・テ

ィ・データ 
39.8 

スリランカにおける地上

デジタルテレビジョン放

送日本方式（ISDB-T 方式）

の国民浸透度に関する調

査検討等 

スリランカにおいて我が国が開発した

地デジ技術及び同技術を利用したシス

テムの有用性を訴求し、地デジ化に関

するスリランカ国民の浸透度合に関す

る調査を実施。 

（株）電通 4.6 



ボツワナ共和国における

アナログ停波及びデータ

放送活用の促進に関する

調査研究 

ボツワナにおけるアナログ停波及びデ

ータ放送活用の促進につながる受信機

に関する調査を行うことで、当該国に

対し我が国が開発した地上デジタル放

送技術及び当該技術を利用したシステ

ムの有用性を訴求し、その普及を図る。 

（株）電通 26.5 

フィリピンにおける EWBS

導入の促進に関する調査

研究 

フィリピン共和国において、地上放送

のデジタル化に向けた取組を進めると

ともに、災害情報の検出・集約・配信に

係る既存システムを活用し、円滑な情

報連携を実現する災害情報伝達体制・

手順及び包括的なシステム構成の素案

を策定する。 

日本工営（株） 19.5 

フィリピン共和国におけ

る日比共同作業部会及び

地上デジタル放送実施委

員会タスクフォースの開

催に関する業務補助 

フィリピン共和国における地デジ日本

方式のさらなる普及促進のため、地上

デジタル放送実施委員会及びタスクフ

ォースの活動支援を実施。 

（株）オーエムシー 1.0 

フィリピン共和国におけ

る地上デジタル放送普及

のための日比共同作業部

会の開催等の業務補助 

フィリピン共和国における地デジ日本

方式のさらなる普及促進のため、地上

デジタル放送実施委員会及びタスクフ

ォースの活動を通した人材育成等の支

援や、共同作業部会において取り組む

べき方策や解決すべき課題等を共有

し、同国における自立的な地デジ移行

を支援。 

（株）オーエムシー 9.8 

チリ共和国における地上

デジタルテレビ放送関連

セミナーの開催関係事務 

チリ共和国において地デジ及び EWBS

に関する知見の共有により ICT インフ

ラや利活用に関する我が国とチリ共和

国の協力関係の進展を目的とし、地デ

ジに関するセミナーを実施。 

（株）オーエムシー 3.0 

中米諸国において緊急警

報放送システムの受信機

を普及させるための基礎

調査 

中米諸国の ISDB-T 方式採用国におい

て EWBS の受信機を円滑に普及させる

ための基礎調査を実施し、より一層の

我が国の国際競争力強化を図る。 

マスプロ電工（株） 7.7 



次世代放送技術に係るワ

ークショップの開催関係

事務 

ブラジルの政府関係者・放送業界関係

者との間で次世代放送技術に関するワ

ークショップを開催し、我が国が有す

る 4K・8K 放送技術の優位性及び発展性

を示すことにより、将来の当該分野の

国際規格の策定等に当たって、我が国

の技術反映に向けた影響力確保を図

る。 

日通旅行（株） 0.9 

超高精細度放送技術の海

外展開に資する8K画質映

像制作 

4K・8K 放送技術に関心を有している

国々に対して、我が国が有する 4K・8K

放送技術に関する情報提供などの支援

やセミナー、ワークショップ等を実施

し、我が国が有する 4K・8K 放送技術の

優位性及び発展性を示すことにより、

将来の 4K・8K 放送技術分野の国際規格

の策定等に当たって、我が国が開発し

た技術の反映に向けた影響力確保を図

る。 

（株）エヌエイチケイメ

ディアテクノロジー 
14.3 

アメリカ合衆国における

超高精細度放送技術の展

開推進に関する展示及び

調査等 

アメリカ合衆国において、我が国が有

する 8K 放送技術の大規模行事での展

示を通じ、我が国の 8K 放送技術の優位

性及び発展性を示すことにより、将来

の当該分野の国際規格の策定等に当た

って、我が国が開発した技術の反映に

向けた影響力確保を図る。 

アストロデザイン（株） 10.8 

我が国の V2X 技術の海外

展開に関する調査研究 

アジア地域・中東地域の交通事情・ニ

ーズを調査分析し、現地の道路事情に

応じた V2X 技術・ITS の検討、現地での

効果検証実験及び V2X 技術の効果を確

認することで、我が国の V2X 技術を用

いたシステムの導入支援を実施。 

パナソニック（株） 109.5 



インドネシア国における

津波・海洋レーダーの導

入に向けた調査検討 

津波・海洋レーダーのインドネシアへ

の導入促進にあたり、津波・海洋レー

ダーシステムの性能を評価する実証実

験を実施した際の当該システムに関す

る優位性の確認、海外展開における課

題の抽出及び普及方策を検討し、津波・

海洋レーダーの利活用ニーズの把握を

行うともに、その導入可能性及び事前

調査を実施。 

国際航業（株） 31.9 

マレーシア国におけるＣ

帯気象レーダーの実証実

験に関する調査検討 

我が国の優れた気象レーダーを海外に

普及させるため、マレーシア国に固体

素子型気象レーダーを設置し、レーダ

ー技術の一層の研究開発に資する実証

実験を行うための事前調査や実証実験

システムを構築するための準備を実

施。 

東芝インフラシステムズ

（株） 
259.2 

タイ国における気象デー

タと気象レーダーの活用

方策の調査検討 

タイにおける災害の発生状況、気象観

測手法等に関する現状と課題の整理を

行い、気象データの利活用に関する現

況を調査し、タイ政府や気象局等と連

携して気象データの有効活用方策の検

討と提案を実施。 

（一財）日本気象協会 21.4 

 



４ 電波の安全性に関する調査及び評価技術 

 

（１）業務の内容 

  ① 目的 

近年、携帯電話をはじめとする無線局が爆発的に普及し、無線局数も平成 30 年

度末で約 2億 5,000 万局までに増加しています。このように、電波利用がますます

日常生活と密接になることに伴って、無線設備から発射される電波が人体や医療機

器等に与える影響に対する関心も高くなってきています。電波が人体等へ与える影

響を調査し、科学的に解明することで、電波をより安心して安全に利用できる環境

を整備することを目的としています。 

 

  ② 概要 

    この業務では、次のような電波の安全性に関する調査及び評価技術の検討を行って

います。 

 

ア 生体への影響に関するリスク評価及び電波の安全性に関する評価技術 

     電波の影響に関する調査及び疫学調査等を実施するとともに、人体への電波ばく

露量等の評価技術を確立します。 

イ 電波の医療機器等への影響に関する調査 

各種無線機器の電波が心臓ペースメーカ等に与える影響を調査します。 

   ウ 電波の安全性に関する国際動向調査等 

電波の安全性に関する最新の科学的な知見や規制動向等について調査を実施す

るとともに、各国や国際機関等との意見交換等を行います。 

 

（２）平成 30 年度の実施状況 

平成 30 年度には、電波の人体等への影響に関する調査のために 8.9 億円を支出し、

電波をより安心して安全に利用できる環境づくりに寄与しました。主な支出の概要は

以下のとおりです。 

 

ア 生体への影響に関するリスク評価及び電波の安全性に関する評価技術（6.8 億円） 

世界保健機関（WHO）が提言している優先的に行われるべき研究課題を考慮して調

査を実施しました。具体的には、「超高周波の電波ばく露による眼部等の人体への影

響に関する定量的調査」、「局所吸収指針の拡張のための生物学的根拠に関する調査」、

「テラヘルツ波等における非熱作用の有無に関する調査」、「次世代電波利用システム

からの電波の人体安全性評価技術に関する調査」、「準ミリ波・ミリ波ばく露時の生体

作用の調査」、「中間周波に係る疫学調査及びばく露量モニタリング調査」、「中間周波

における神経作用（痛覚閾値）の調査」、「遺伝的背景及び標準評価系を用いた細胞へ

の影響調査」、「中間周波における遺伝毒性等の生物学的ハザード同定に関する調査」



ばく露用電磁コイルと動物実験用モデルのイメージ

の計９課題の研究を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別課題名 概要 委託先 
支出額 

(億円) 

超高周波の電波ばく

露による眼部等の人

体への影響に関する

定量的調査 

今後急速に実用化が進む可能性が高い超高周波

（ミリ波・テラヘルツ波）の熱作用による眼障

害等に関する研究を実施。 

・金沢医科大学 

・首都大学東京 
0.3 

局所吸収指針の拡張

のための生物学的根

拠に関する調査 

10 ～30 GHzの周波数領域における局所ばく露時

の生体影響に関する研究を実施。 

・名古屋工業大学 

・久留米大学 

・東京農工大学 

0.3 

テラヘルツ波等にお

ける非熱作用の有無

に関する調査 

テラヘルツ波が人体に及ぼす影響に関し、フレ

ーリッヒ仮説を念頭に、培養細胞での 300-600 

GHz までの全周波数における非熱作用の有無に

関する研究を実施。 

・理化学研究所 

・京都大学 
0.3 

次世代電波利用シス

テムからの電波の人

体安全性評価技術に

関する調査 

5G 等の次世代電波利用システムからの電波によ

る人体へのばく露量を適切に評価する手法及び

電波防護指針値等への適合性を評価する方法を

開発する。 

・情報通信研究機構 

3.6 

準ミリ波・ミリ波ば

く露時の生体作用の

調査 

準ミリ波・ミリ波の局所ばく露実験により、熱

作用による生体影響に関する研究を実施。 

・久留米大学 

・北海道大学 

・北見工業大学 

0.5 

中間周波に係る疫学

調査及びばく露量モ

ニタリング調査 

中間周波が人体に与える影響に関する疫学的研

究とともに、日常環境における中間周波等のば

く露の実態調査を実施。 

・三重大学 

・首都大学東京 

・東京女子医科大学 

0.2 

図 14：生体への影響に関するリスク評価等 

表７:生体への影響に関するリスク評価及び電波の安全性に関する評価技術の概要 

中間周波における遺伝毒性等調査 

動物・細胞実験イメージ 疫学調査イメージ 



中間周波における神

経作用（痛覚閾値）

の調査 

中間周波の刺激作用により生じる人体の神経作

用と痛覚の閾値やその周波数依存特性を解明す

るための研究を実施。 

・浜松医科大学 

・名古屋工業大学 0.2 

遺伝的背景及び標準

評価系を用いた細胞

への影響調査 

細胞への電波の影響について、最新の科学技術

や他分野で用いられている手法を活用した研究

を実施。 

・京都大学 

・神奈川県衛生研究所 

・山陽小野田市立山口

東京理科大 

0.7 

中間周波における遺

伝毒性等の生物学的

ハザード同定に関す

る調査 

中間周波による遺伝毒性（遺伝子突然変異誘発

性）の有無に関する研究を実施。 

・明治薬科大学 

・首都大学東京 

・電力中央研究所 
0.7 

 

イ 電波の医療機器等への影響に関する調査（1.5 億円） 

平成 30 年度は、携帯電話等からの電波が植込み型医療機器（植込み型リードレス

心臓ペースメーカ、皮下植込み型除細動器）や在宅医療機器に及ぼす影響の調査等を

行いました。 

本調査は、「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止す

るための指針」の見直しの要否検討に活用しています。指針については、以下のホー

ムページを参照ください。 

（https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/medical/chis/index.htm） 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  また、平成 30 年度は、医療機関内で利用されている機器（LED 照明、無線 LAN アク

セスポイント等）が発射する電波による医用テレメータへの影響調査を実施したほか、

医療機関内で使用されている携帯電話、無線 LAN、医用テレメータの電波環境の実態

植込み型医療機器 

     
 

 

 

携帯電話、スマートフォン※ 

（700MHz 帯,800MHz 帯,900MHz 帯,1.5GHz

帯,1.7GHz 帯、2.0GHz 帯） 

図 15:携帯電話等が植込み型医療機器及び在宅医療機器に及ぼす影響調査 

 

在宅医療機器 

成人用人工呼吸器、 

二相式気道陽圧ユニット 

などへの干渉を調査 

植込み型リードレス心臓ペー

スメーカ、皮下植込み型除細

動器への干渉を調査 

※植込み型医療機器については、無線ＬＡＮ及び

無線電力伝送装置による影響調査も実施 



調査を行い、医療機関内の電波環境の改善方策等の検討を実施しています。 

これらの調査により、医用テレメータへの不要電波による干渉対策など医療機関内

における安心安全な電波利用の検討に役立てています。 

  

 

 

 

 

 

 

ウ 電波の安全性に関する国際動向調査等（0.5 億円） 

電波の安全性に関する最新の科学的な知見や規制動向等について調査を実施する

ほか、各国や国際機関等と意見交換等を行っています。平成 30 年度は、米国国家毒

性プログラム（NTP）において、携帯電話の使用と発がん性との関連性に関する調査が

行われたことを受け、その検証のための国際共同調査の実施可能性に関する有識者に

よる検討を行いました。 

また、近くサービス開始が予定されている第５世代移動通信システム（５Ｇ）など

の新たな無線システムに関する安全性確保に関して、国際規制動向等の調査を実施し

したほか、平成 30 年 11 月にフランス・パリで開催された「電磁界の健康影響に関す

る国際コーディネート会合（GLORE）」へ参加し、各国や国際機関等との意見交換や情

報共有を行いました。 

これらの取組は、今後の電波防護指針等の検討に役立てていきます。 

 

 

 

医用テレメータ 

LED照明器具 

図 16：電波の医療機器等への影響に関する調査 



５ 標準電波による無線局への高精度周波数の提供 

 

（１）業務の内容 

① 目的 

無線局が正確な周波数の電波を発射するために、その基準となる電波（標準電波)

を発射する業務です。 

この電波によってデジタル通信には欠かせない無線局間での同期を取ることが容

易となるほか、この電波には我が国の時間（標準時）に関する情報も含まれており、

電波時計にも利用されています。 

 

② 概要 

 (国研)情報通信研究機構（NICT）の標準電波送信所から、標準電波を発射してい

ます。標準電波送信所は全国に２箇所あり、互いに異なる周波数の電波を用いて常時

標準電波を発射しています。 

 

 

 

 

（２）平成 30 年度の実施状況 

平成 30 年度には、２箇所の標準電波送信所の運営・維持にかかる費用や、東京で作

られた標準周波数・標準時を標準電波送信所へ送信したり、東京と標準電波送信所の周

波数等を比較・制御したりするのに必要な専用回線等の費用として 5.6 億円を支出し

ました。 

標準電波の詳細については、以下のホームページを参照ください。 

（https://jjy.nict.go.jp/index.html） 

図 17：標準電波の概要 



６（１） 無線システム普及支援事業 
（携帯電話等エリア整備事業） 

 

（１）業務の内容 

① 目的 

携帯電話サービスは、国民生活に不可欠なサービスとして普及・定着していますが、

未だにこれを利用することが困難な地域や、現在の携帯電話システムの主流である

LTE以降のシステムが利用できない地域があります。本事業では、こうした地域にお

いて携帯電話等を利用可能とし、LTE以降のシステムの普及を促進することにより、

電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保するものです。 

 

② 概要 

地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など）において、地方公共団

体が携帯電話等の基地局施設（鉄塔、無線設備等）、伝送路施設（光ファイバ等）を

整備する場合や、無線通信事業者が基地局の開設に必要な伝送路施設や高度化施設

（LTE以降の無線設備等）を整備する場合の整備費用が補助対象です。 

    

ア 事業主体：地方公共団体   ← 基地局施設・伝送路施設（設置） 

無線通信事業者  ← 高度化施設、伝送路施設（運用） 

      イ 対象地域：地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など） 

ウ 補助対象：基地局施設（鉄塔、局舎、無線設備等） 

       伝送路施設の設置（光ファイバ等） 

       高度化施設（LTE以降の無線設備等） 

伝送路施設の運用（中継回線事業者の設備の10年間分の使用料） 

 エ 補 助 率：基地局施設 ２／３（100世帯以上の場合１／２） 

        伝送路施設（設置）２／３※ 

        高度化施設 ２／３（100世帯以上の場合１／２） 

        伝送路施設（運用）２／３（100世帯以上の場合１／２） 

※: 財政力指数0.3未満の有人国境離島市町村（全部離島）が設置する場合は 

４／５、道府県・離島以外市町村の場合は１／２、東京都の場合は１／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）平成30年度の実施状況 

   平成30年度においては、基地局施設は46箇所（7.4億円）、高度化施設は30箇所（0.9

億円）、伝送路施設(運用)は３箇所（0.2億円）で事業を実施し、新たに携帯電話を使

用できる環境を整備しました。 

なお、事業を実施した市町村名等については、表８～10のとおりです。 

 

 

 

（１）平成30年度予算事業（18箇所） 

都道府県 整備箇所（括弧内は整備数） 

岩手県 宮古市、遠野市、大槌町、岩泉町 

秋田県 大館市 

岐阜県 瑞浪市、郡上市 

兵庫県 篠山市 

島根県 津和野町（２） 

山口県 萩市 

宮崎県 西都市（５） 

鹿児島県 肝付町（２） 

（２）平成29年度予算事業（繰越事業）（23箇所） 

都道府県 整備箇所（括弧内は整備数） 

青森県 八戸市 

岩手県 紫波町 

図 18:携帯電話等エリア整備事業の補助対象施設 

 

表８:平成 30 年度の整備箇所（基地局施設） 

 



山形県 飯豊町 

福島県 鮫川村（２）、浪江町（２）、下郷町 

福井県 福井市（２） 

富山県 氷見市 

島根県 益田市、奥出雲町、飯南町、川本町（２）、津和野町 

広島県 三次市 

熊本県 山江村（３） 

宮崎県 美郷町（２） 

（３）平成28年度予算事業（繰越事業）（5箇所） 

都道府県 整備箇所（括弧内は整備数） 

福島県 喜多方市（２）、大熊町（３）、 

 
 

（１）平成30年度予算事業（11箇所） 

都道府県 整備箇所（括弧内は整備数） 

北海道 札幌市、帯広市 

宮城県 南三陸町（２） 

富山県 富山市 

福井県 勝山市 

岐阜県 七宗町 

広島県 安芸太田町 

山口県 美祢市 

福岡県 うきは市（２） 

（２）平成29年度予算事業（繰越事業）（19箇所） 

都道府県 整備箇所（括弧内は整備数） 

福島県 鮫川村（４） 

秋田県 由利本荘市 

富山県 上市町（２） 

石川県 小松市（２） 

奈良県 吉野町 

和歌山県 紀美野町 

滋賀県 高島市 

大阪府 千早赤阪村（２） 

鳥取県 若桜町 

島根県 掛合町 

表９:平成 30 年度の整備箇所（高度化施設） 

 



広島県 廿日市市、北広島町 

山口県 下関市 

 

         

平成 29 年度予算事業（繰越事業）（３箇所） 

都道府県 整備箇所（括弧内は整備数） 

奈良県 吉野町、十津川村 

和歌山県 北山村 

 

表 10:平成 30 年度の整備箇所（伝送路施設（運用）） 

 



 
６（２） 無線システム普及支援事業 

 （地上デジタル放送への円滑な移行のための環境整備・支援） 
 

（１）業務の内容 

  ① 目的 

平成 23 年７月 24 日（岩手、宮城、福島県については平成 24 年３月 31 日）を以て地

上アナログ放送が終了しました。 

全国的なデジタル放送への移行後も一部地域において引き続き発生する地上デジタ

ル放送の受信障害の恒久的な対策による解消等を図る必要があることから、外国波等に

よる電波の影響を受ける世帯に対する受信障害対策や、福島県の避難区域解除等により

帰還する世帯等が地上デジタル放送視聴環境を整備する際の支援を実施します。 

 

② 概要 

   ア デジタル混信の解消 

他の放送局から電波の妨害を受けるために地上デジタル放送を良好に視聴でき

ない受信障害が発生している地域において、これを解消するため補完的な放送局施

設又は有線共聴施設の整備を行う者に対し、その費用の一部を補助しました（補完）。 

また、当該地域において、デジタル混信を解消するため放送局施設の改修工事（チ

ャンネル切替工事等）を行う者に対し、その費用の一部を補助しました（放送局施

設）。 

さらに、当該地域において、デジタル混信を解消するため受信者施設の改修工事

（高性能アンテナ工事等）を行う者に対し、その費用を補助しました（受信者施設）。 

そのほか、当該地域において、外国波を起因として発生する混信の総合対策に要

する費用を補助しました（外国波混信）。 

事業主体：民間法人等 

補助対象：（補完）補完的な放送局施設又は有線共聴施設の整備費用 

      （放送局施設）放送局施設の改修工事に要する費用 

      （受信者施設）受信者施設の改修工事に要する費用 

（外国波混信）外国波混信の総合対策に要する費用 

補 助 率：（補完）１／２ 

      （放送局施設）２／３ 

      （受信者施設・外国波混信）10／10 

 

   イ 福島原発避難指示区域における地上デジタル放送視聴環境整備 

     福島県の避難区域解除等により帰還する世帯等が地上デジタル放送視聴環境を

整備する際の支援等を実施する者に対し、その費用を補助しました。 

 事業主体：民間法人等 



 対象地域：旧緊急時避難準備区域、避難指示解除準備区域に指定された区域又

は避難指示が解除された区域、居住制限区域、帰還困難区域及び特

定避難勧奨地点 

 補助対象：①共聴施設のデジタル化支援、②高性能アンテナ、共聴新設、受信

障害対策共聴・集合住宅共聴等のデジタル化支援、③暫定難視聴対

策、④受信相談・現地調査等、⑤地デジチューナー支援 

 補助率 ：２／３等  

 

（２）平成 30 年度の実施状況 

平成 30 年度には、以下のとおり支出しました。 

 

 

事業 支出額（億円） 

① デジタル混信の解消 0.0（注１） 

② 福島対策事業 2.3（注２） 

③ その他（調査等経費） 0.4     

 注１ 気象現象に起因しての対策策定の遅れにより、平成 30年度交付決定額 12.4 億円を令和

元年度に繰越。 

  ２ 平成 29 年度の事業の繰越分に係る支出額。平成 30年度交付決定額 3.7 億円を令和元年

度に繰越。 

 

参考 関連リンク集 

・地上デジタル放送関連情報 

   （https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/index.html） 

 

表 11：平成 30 年度の各事業の支出額 

 



６（３） 無線システム普及支援事業 

（民放ラジオ難聴解消支援事業） 
 

（１）業務の内容 

① 目的 

放送は、国民生活に密着した情報提供手段として、特にラジオは災害時の「ファー

スト･インフォーマー」（第一情報提供者）として、今後もその社会的責務を果たして

いくことが必要ですが、特にラジオについては、地形的・地理的要因、外国波混信の

ほか、電子機器の普及や建物の堅牢化等による難聴が増加しており、その解消が課題

となっています。 

このため、国民生活に密着した情報や災害時における生命・財産の確保に必要な情

報の提供を確保するため、ラジオの難聴解消のための中継局整備を支援します。 

 

② 概要 

平時や災害時において、国民に対する放送による迅速かつ適切な情報提供手段を確

保するため、ラジオの難聴解消のための中継局整備を行うラジオ放送事業者等に対し、

その整備費用の一部を補助します。 

 

ア 事業主体：民間ラジオ放送事業者、自治体等 

イ 補助対象：難聴対策としての中継局整備 

ウ 補助率：地理的・地形的難聴、外国波混信 ２／３ 

      都市型難聴 １／２ 

 

 

 

図 19:民放ラジオ難聴解消支援事業のイメージ図 

 



（２）平成 30 年度の実施状況 

  ① 無線システム普及支援事業費等補助金 

平成 30 年度には、民放ラジオ難聴解消支援事業（42 件）に 14.8 億円を支出しまし

た。平成 30 年度の事業の実施状況は以下のとおりです。 

 

表 12:平成 30 年度の実施状況 

 

ア 平成 30 年度当初予算事業（８件） 

都道府県 事業主体 中継局 

青森県 深浦町 深浦中継局 

福井県 福井放送株式会社 敦賀中継局 

福井県 福井放送株式会社 美浜中継局 

石川県 北陸放送株式会社 珠洲中継局 

山口県 山口放送株式会社 ＫＲＹ山口鴻ノ峯ＦＭ補完局 

山口県 山口放送株式会社 ＫＲＹ周防大島ＦＭ補完局 

沖縄県 株式会社エフエム沖縄 エフエム沖縄伊良部ＦＭ 

熊本県 水上村 水上中継局 

 

イ 平成 29 年度当初予算事業（34 件） 

都道府県 事業主体 中継局 

岩手県 奥州市 前沢中継局、胆沢中継局 

秋田県 羽後町 羽後中継局 

福島県 株式会社ラジオ福島 ｒｆｃ若松ＦＭ中継局 

栃木県 株式会社栃木放送 葛生ＦＭ補完局 

栃木県 株式会社栃木放送 今市ＦＭ補完局 

栃木県 株式会社栃木放送 塩原ＦＭ補完局 

栃木県 株式会社栃木放送 足利ＦＭ補完局 

長野県 信越放送株式会社 高ボッチＦＭ補完局 

長野県 信越放送株式会社 飯田ＦＭ補完局 

愛媛県 今治コミュニティ放送株式会社 大三島中継局 

愛媛県 今治コミュニティ放送株式会社 菊間中継局 

北海道 稚内市 ｴﾌｴﾑわっかない東浦中継局 

北海道 稚内市 ｴﾌｴﾑわっかない宗谷岬中継局 

北海道 利尻町 ｴﾌｴﾑわっかない仙法志中継局 

山形県 山形放送株式会社 山形補完中継局 

福島県 株式会社ラジオ福島 ｒｆｃ原町中継局 

福島県 株式会社ラジオ福島 ｒｆｃいわき中継局 



山梨県 株式会社エフエム富士五湖 ｴﾌｴﾑふじごこ山中湖・忍野中継局 

長野県 信越放送株式会社 ＳＢＣ聖ＦＭ補完局 

長野県 信越放送株式会社 ＳＢＣ飯山野沢ＦＭ補完局 

長野県 信越放送株式会社 ＳＢＣ善光寺平ＦＭ補完局 

兵庫県 株式会社ラジオ関西 神戸中継局 

兵庫県 株式会社ラジオ関西 姫路中継局 

広島県 株式会社中国放送 ＦＭＲＣＣ三次中継局 

山口県 山口放送株式会社 ＫＲＹ宇部ＦＭ補完中継局 

愛媛県 今治コミュニティ放送株式会社 伯方中継局 

徳島県 四国放送株式会社 ＪＲＴ徳島ＦＭ補完中継局 

徳島県 四国放送株式会社 ＪＲＴ池田ＦＭ補完中継局 

愛媛県 南海放送株式会社 ＲＮＢ野村ＦＭ補完局 

山梨県 株式会社山梨放送 三ッ峠中継局 

山梨県 株式会社山梨放送 身延中継局 

山口県 山口放送株式会社 ＫＲＹ須佐田万川ＦＭ補完局 

広島県 株式会社ＦＭはつかいち ＦＭはつかいち吉和中継局 

広島県 株式会社ＦＭはつかいち ＦＭはつかいち佐伯中継局 

 

 ② ラジオ（ＦＭ補完放送他）の周知広報活動 

主な活動としては、総務省では、これまで、ラジオ放送の難聴対策（都市型難聴対策、

地理的・地形的難聴対策等）及び災害対策のため、ＡＭラジオ放送事業者によるＦＭ補

完放送（「ワイドＦＭ」）のための中継局整備やＦＭラジオ放送事業者によるＦＭ中継局

整備など、民間ラジオ放送事業者による取組を支援・推進してきました。 

これらの取組により、近年、特にＦＭ補完放送の受信可能エリアが拡大しています。 

このような状況を踏まえて、できる限り多くの方々にラジオ放送を聴取していただく

とともに、その魅力・役割を理解していただくため、平成 31 年３月を「ラジオ広報強

化月間～BESIDE YOU ともだちラジオ～」として、周知広報活動に 0.4 億円を支出しま

した。 

『全国民放ＦＭ局・ワイドＦＭ局一覧』 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/fm-list.html 

 

③ ラジオ放送の役割・実態等に関する調査研究 

主な活動としては、今後のラジオ放送（特にＡＭ放送）の将来像について、検討を具

体化するため、ラジオの役割、ラジオ聴取の実態、放送設備の状況、諸外国の状況等に

ついて、調査、分析を行うために、0.2 億円を支出しました。 



 

 

６（４） 無線システム普及支援事業 

（衛星放送用受信環境整備事業） 
 

（１）業務の内容 

① 目的 

平成 30 年 12 月から開始された新しい４Ｋ８Ｋ衛星放送（新４Ｋ８Ｋ衛星放送）

を安定して受信し、他の無線サービス等へ影響を与えない受信環境の整備を促進す

ることを目的としています。 

 

② 概要 

新４Ｋ８Ｋ衛星放送（平成 30 年 12 月 1 日開始）で用いられる中間周波数帯（2.2

～3.2GHz）について、既存の他の無線サービスとの共用における懸念が指摘されて

います。 

他の無線通信に障害を与えるおそれのある衛星基幹放送用受信設備を改修し、適

切な受信環境の整備を支援するため、平成 30年度から補助事業を実施しています。 

事業主体：民間団体等 

補助対象：右左旋対応アンテナに取り替えた場合、技術基準に適合せず他無線シ

ステムへ影響を与えるおそれのある受信設備の改修に係る費用等 

補 助 率：２／３（平成 30 年度） 

 

（２）平成 30 年度の実施状況 

 平成 30 年度は、12.9 億円を交付決定しました※（約 3万世帯に交付予定）。 

  ※ 一部事業において工事内容に変更が生じて年度内の工事完了が難しくなったことから、交付決定額を令和元

年度に繰り越しています。 

 

 

補助のイメージ図

BS・CSブースタ

分配器

壁面端子

BS・UV分波器
（対象外）

右左旋対応アンテナ
（対象外）

アンテナ出力から壁面端子の間にある技術基準

に不適合となる機器を改修（交換）するための費用

（工事費を含む）の一部を補助

受信機
（対象外）

すでに設置されている不適合品 適合品に改修（交換）

写真待ち

平成29年５月11日以前に設置されていることが必要

図 20：衛星放送用受信環境整備事業のイメージ図 

 



６（５） 無線システム普及支援事業 

（公衆無線ＬＡＮ環境整備支援事業） 
 

（１）業務の内容 

① 目的 

災害時に、携帯電話等が輻輳のために利用できない場合であっても、必要な情報伝

達手段を確保するために、防災拠点等における Wi-Fi 環境の整備を行うことにより、

電波の適正な利用の確保に資することを目的としています。 

 

② 概要 

    防災の観点から、防災拠点（避難所・避難場所、官公署）及び被災場所として想定

され災害対応の強化が望まれる公的拠点（博物館、文化財、自然公園等）における Wi-

Fi 環境の整備を行う地方公共団体等に対し、その費用の一部を補助します。 

 

ア 事業主体：財政力指数が０．８以下（３か年の平均値）又は条件不利地域（※）

の普通地方公共団体・第三セクター 

※ 過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯 

イ 対象拠点：最大収容者数や利用者数が一定以下の 

  ①防災拠点：避難所・避難場所（学校、市民センター、公民館等）、官公署 

     ②被災場所と想定され災害対応の強化が望まれる公的拠点：博物館、文化財、 

自然公園 等 

ウ 補助対象：無線アクセス装置、制御装置、電源設備、伝送路設備等を整備する場

合に必要な費用 等 

エ 補 助 率：１／２（財政力指数が０．４以下かつ条件不利地域の市町村について

は２／３） 

 

 
 

 

 
図 20:公衆無線 LAN 環境整備支援事業 



（２）平成 30 年度の実施状況 

   平成30年度には、公衆無線LAN環境の整備を行う125団体に対して12.5億円の補助金

を支出しました。また、公衆無線LAN環境整備支援事業に係る補助業務や情報交換会の

開催等に係る費用として0.7億円を支出しました。 

なお、平成30年度の事業状況は以下のとおりです。 

 

 

都道府県 団体名  都道府県 団体名 

北海道 網走市  新潟県 新潟県 

北海道 苫小牧市  新潟県 柏崎市 

北海道 芦別市  新潟県 阿賀野市 

北海道 赤平市  新潟県 湯沢町 

北海道 三笠市  富山県 射水市 

北海道 千歳市  石川県 中能登町 

北海道 歌志内市  福井県 南越前町 

北海道 上ノ国町  山梨県 山梨県 

北海道 真狩村  山梨県 市川三郷町 

北海道 神恵内村  山梨県 南部町 

北海道 新十津川町  長野県 長野市 

北海道 東神楽町  長野県 松本市 

北海道 美瑛町  長野県 飯田市 

北海道 枝幸町  長野県 中野市 

北海道 美幌町  長野県 佐久市 

北海道 興部町  長野県 南相木村 

北海道 白老町  長野県 下諏訪町 

北海道 浦河町  長野県 箕輪町 

北海道 新得町  長野県 高山村 

北海道 広尾町  長野県 栄村 

北海道 標茶町  岐阜県 岐阜県 

北海道 弟子屈町  岐阜県 多治見市 

北海道 標津町  岐阜県 羽島市 

青森県 今別町  岐阜県 美濃加茂市 

青森県 外ヶ浜町  岐阜県 富加町 

岩手県 一関市  静岡県 下田市 

岩手県 陸前高田市  京都府 城陽市 

岩手県 釜石市  大阪府 東大阪市 

岩手県 二戸市  兵庫県 神河町 

岩手県 洋野町  奈良県 奈良県 

ア.表※:平成 30 年度事業実施団体(103 団体) 

 



都道府県 団体名  都道府県 団体名 

岩手県 一戸町  鳥取県 大山町 

宮城県 東松島市  島根県 浜田市 

秋田県 秋田県  島根県 益田市 

秋田県 横手市  島根県 安来市 

秋田県 由利本荘市  島根県 美郷町 

山形県 上山市  岡山県 高梁市 

山形県 河北町  岡山県 美作市 

福島県 福島市  岡山県 久米南町 

福島県 南相馬市  岡山県 吉備中央町 

福島県 本宮市  徳島県 徳島県 

福島県 川俣町  高知県 高知県 

福島県 南会津町  福岡県 上毛町 

福島県 柳津町  佐賀県 佐賀市 

福島県 石川町  熊本県 芦北町 

茨城県 茨城町  熊本県 苓北町 

茨城県 八千代町  大分県 中津市 

群馬県 榛東村  宮崎県 小林市 

埼玉県 埼玉県  宮崎県 西都市 

埼玉県 富士見市  宮崎県 諸塚村 

千葉県 勝浦市  鹿児島 西之表市 

千葉県 栄町  鹿児島 天城町 

千葉県 鋸南町  

 

 

都道府県 団体名  都道府県 団体名 

北海道 雨竜町  岐阜県 下呂市 

北海道 美瑛町  三重県 紀宝町 

北海道 標茶町  奈良県 明日香村 

岩手県 花巻市  島根県 出雲市 

宮城県 大和町  島根県 津和野町 

福島県 棚倉町  岡山県 井原市 

富山県 富山県  岡山県 総社市 

山梨県 都留市  高知県 宿毛市 

長野県 青木村  熊本県 山都町 

長野県 喬木村  大分県 中津市 

岐阜県 瑞浪市  宮崎県 延岡市 

 

イ.表※:平成 29 年度事業実施団体（平成 30 年度事業完了 22 団体） 

 



７ 電波遮へい対策事業 

 

（１）業務の内容 

① 目的 

本事業は、鉄道・道路トンネルの中や医療施設内で電波が遮へいされる場所でも

携帯電話等が利用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、電波の

適正な利用を確保するものです。 

 

② 概要 

    鉄道・道路トンネルの中や医療施設内で電波が遮へいされる場所において、一般

社団法人等が移動通信用中継施設を整備する場合の整備費用が補助対象です。 

 

ア 事業主体：一般社団法人等 

イ 対象地域：鉄道トンネル、道路トンネル、医療施設 

ウ 整備施設：移動通信用中継施設（鉄塔、局舎、アンテナ、光ケーブル等） 

エ 補 助 率：鉄道トンネル １／３※ 

              道路トンネル １／２ 

       医療施設     １／３ 

※：直近10年間継続して営業損失が発生している鉄道事業者が営業主体となる新幹線路線におけ

る対策の場合の補助率は、５／１２。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22:電波遮へい対策事業 



 

（２）平成30年度の実施状況 

平成30年度においては、道路トンネルは17箇所（2.0億円）、鉄道トンネルは18箇所

（39.6億円）、医療施設は４箇所（1.6億円）で事業を実施し、新たに携帯電話を使用で

きる環境の整備を行いました。 

事業実施箇所のリストは表15のとおりです。 

 

 

 

（１）道路トンネル 

①平成30年度当初予算事業（３箇所） 

道路名等 整備箇所 

国道５号 長橋トンネル 

国道４５号（三陸沿岸道路（釜石山田道路））  小槌第２トンネル 

長崎自動車道（長崎多良見 IC～長崎芒塚 IC）  中里トンネル・平間トンネル・中

尾トンネル 

②平成29年度当初予算事業（繰越事業）（14箇所） 

道路名等 整備箇所 

北海道横断自動車道（小樽ＪＣＴ～余市ＩＣ） 第二天神トンネル 

北海道横断自動車道（小樽ＪＣＴ～余市ＩＣ） 天狗山トンネル 

国道３３６号（黄金道路） 新宝浜トンネル 

国道３３６号（黄金道路） えりも黄金トンネル 

国道２３５号（門別厚賀道路） 厚賀トンネル 

国道４５号（三陸沿岸道路（田老岩泉道路）） 岩泉小本トンネル 

国道４５号（三陸沿岸道路（田老岩泉道路）） 摂待第一トンネル 

国道４５号（三陸沿岸道路（田老岩泉道路）） 摂待第二トンネル 

国道４５号（三陸沿岸道路（山田宮古道路）） 間木戸トンネル 

国道４５号（三陸沿岸道路（山田宮古道路）） 田名部トンネル 

国道４５号（三陸沿岸道路（山田宮古道路）） 豊間根トンネル 

中部横断自動車道（佐久南～八千穂） 臼田トンネル 

国道４９７号（西九州自動車道（伊万里松浦道

路）） 

仏坂平尾トンネル 

国道４９７号（西九州自動車道（伊万里松浦道

路）） 

牧ノ地トンネル 

  

表 15:平成 30 年度の整備箇所 

 



 

（２）鉄道トンネル 

①平成30年度当初予算事業（２箇所） 

路線名等 整備箇所 

北海道新幹線（木古内－奥津軽いまべつ） 青函トンネル（吉岡側海底部） 

北海道新幹線（木古内－奥津軽いまべつ） 青函トンネル（竜飛崎側海底部） 

②平成29年度当初予算事業（繰越事業）（16箇所） 

路線名等 整備箇所 

東北新幹線（二戸－八戸） 
金田一トンネル（北）・三戸トンネ

ル・高岩トンネル 

東北新幹線（八戸－七戸十和田） 
南部山トンネル・高館トンネル・市

川トンネル・五戸トンネル 

東北新幹線（八戸－七戸十和田） 

錦ヶ丘トンネル・館野トンネル・柴

山トンネル・六戸トンネル・三本木

原トンネル 

上越新幹線（上毛高原－越後湯沢） 

月夜野トンネル・第一湯原トンネ

ル・第二湯原トンネル・大清水トン

ネル（南） 

上越新幹線（上毛高原－越後湯沢） 大清水トンネル（北） 

北陸新幹線（佐久平～上田間） 八重原トンネル（西）・丸子トンネル 

北陸新幹線（上田－長野） 五里ヶ峯トンネル（東） 

北陸新幹線（上田－長野） 五里ヶ峯トンネル（西） 

北陸新幹線（長野－飯山） 
高丘トンネル・高社山トンネル・月

岡トンネル 

北陸新幹線（上越妙高－糸魚川） 

峰山トンネル（西）・新木浦トンネ

ル・高峰トンネル・中浜トンネル・

金山トンネル 

北陸新幹線（糸魚川－黒部宇奈月温泉） 

名引トンネル・上野トンネル・青海

トンネル・歌トンネル・新親不知ト

ンネル（東） 

九州新幹線（新大牟田－新玉名） 
三池トンネル・玉名トンネル・大坊

トンネル 

九州新幹線（新玉名－熊本） 

木葉トンネル・西安寺トンネル・野

田トンネル・新田原坂トンネル・和

泉トンネル・小塚トンネル 

九州新幹線（新八代－新水俣） 

妙見トンネル・第一今泉トンネル・

第二今泉トンネル・鶴喰トンネル・

田上トンネル（北） 



上越新幹線（浦佐～長岡間） 
魚沼トンネル（北）・妙見トンネル・

滝谷トンネル 

山形新幹線（福島～米沢間） 
板谷峠トンネル・第一板谷峠トンネ

ル・第二板谷峠トンネル 

 

（３）医療施設 

平成29年度当初予算事業（繰越事業）（４箇所） 

医療施設名 

国立大学法人秋田大学医学部附属病院 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 

国保直営総合病院君津中央病院 

公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 

 



８ 周波数の使用等に関するリテラシーの向上 

 

（１）業務の内容 

近年、携帯電話の普及や新しい無線システムの実用化など電波利用の急速な拡大に

伴い、人々が日常的に電波を利用する機会が増加しており、電波の公平かつ能率的な

利用の確保や電波による健康への影響について、国民の関心が高まっています。 

この業務は、このような状況を踏まえ、様々なニーズに対応した情報提供を図るこ

とにより、電波の安全性や電波の適正な利用に関する国民のリテラシー向上を図るこ

とを目的として実施しています。 

 

     

（電波の安全性に関するリテラシー向上）     （電波の適正利用に関するリテラシー向上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）平成 30 年度の実施状況 

平成 30 年度には、周波数の使用等に関するリテラシーの向上に 2.0 億円を支出しま

した。主な支出の概要は以下のとおりです。 

 

①   電波の安全性に関するリテラシー向上（1.1 億円） 

電波が人体や医療機器等に与える影響について、これまでの各種調査によって得ら

れた知見等を、学識経験者等を講師として招いての説明会の開催、説明資料等の作成

等により、様々なニーズに応じて情報提供するとともに、国民からの問合せ等に対応

するための相談業務体制を構築しています。 

平成 30 年度は、一般利用者及び医療従事者を対象とした説明会を全国で 48 回開催

し、合計で約 2,975 人が参加しました。平成 31 年 2 月には「医療機関における安心・

安全な電波利活用促進シンポジウム」を東京で開催しましたところ、説明会に参加さ

れた医療従事者からは、80％の方から説明会の内容に「満足である」という評価をい

ただいたほか、「定期的に全国各地で説明会を開催して欲しい」とのご意見も多く頂

きました。また、一般利用者向けの説明会に参加された方からは、聴講により電波の

安全性について「不安が減少した」などの声を多く頂きました。 

なお、平成 30 年度における電話相談業務の受付件数は 732 件となりました。 

図 23: 周波数の使用等に関するリテラシーの向上 

 



 

 

 

 

 

 

電波の安全性に関する周知啓発   電波の安全性に関する説明会（医療分野）の実施 

パンフレットの作成               

 

 

 

②   電波の適正利用に関するリテラシー向上（0.9 億円) 

地域社会の草の根から、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、民間ボラン

ティアの電波適正利用推進員による、その地域社会に密着した立場を活かした電波利

用に関する相談、助言や情報提供活動を実施しました。 

平成 30 年度の主な活動は、約 800 名の電波適正利用推進員で周知啓発活動件数 

4,616 件、混信等の相談・助言件数 214 件、総合通信局への情報提供等件数 87 件な

どの実績となっています。また、各地域で開催している電波教室は、創意工夫を凝ら

しながら電波の知識や電波ルールについて正しく理解できるものとして好評を得て

います。 

電波適正利用推進員制度の詳細については、以下のウェブサイトを御参照ください。

（https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/forward/index.htm） 

     
 

 

 

 

電波適正利用推進員による 

地域のイベントにおける周知活動 
電波教室の実施 

 

図 25:電波の適正利用に関するリテラシーの向上 

 

図 24:電波の安全性に関するリテラシーの向上 

 



 

 

９ IoT 機器等の電波利用システムの 

適正利用のための ICT 人材育成 
 

（１）業務の内容 

今後、多様な分野・業種において膨大な数の IoT 機器の利活用が見込まれるとともに、

医療・救護活動等の非常用通信手段としての無線機器の普及が進められており、これまで

以上に様々なユーザが電波を利用することとなります。また、スマートフォンの急速な普

及による移動体通信の増大を背景に、無線 LAN アクセスポイントの普及も進んでいます。 

そのため、これらの電波利用システムにおいて電波の能率的な利用を確保する必要があ

ることから、無線機器のユーザ等のリテラシーを向上させるための講習・訓練や周知啓発

活動等を実施し、IoT 時代に求められる ICT 人材育成に資することを目的としています。 

図 26：IoT 機器等の電波利用システムの適正利用のための ICT 人材育成 

（ユーザ企業等を対象とした IoT 人材育成） 

 

（医療・救護活動等の非常用通信システムの適正な利用） 

 

（無線 LAN の能率的かつ安全な利用） 

 
オンライン教育コンテンツ 







 

 

様々な機種を実際に操作することにより各機器の特徴を理解し、非常用通信システムに

係る電波の適正利用について理解できたという声を多く頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．無線 LAN の能率的かつ安全な利用（0.2 億円） 

スマートフォンの急速な普及等により利用が拡大している無線LANのセキュリティ

を確保するため、無線 LAN サービスの利用者や提供者に対し、無線 LAN を利用・提供

する上でのセキュリティ対策について周知啓発を実施しています。 

平成 30 年度においては、大規模公開オンライン講座プラットフォーム gacco にお

いて、安全な公衆無線 LAN の利用に向けたオンライン教育コンテンツとして「これだ

けは知っておきたい公衆無線 LAN セキュリティ対策」講座を開講（平成 31 年２月 27

日～平成 31 年３月 29 日の間に 3,837 名が受講登録）する等の取組を行いました。 

 

 

 

座学研修 実技研修 

図 28：医療・救護活動等の非常用通信システムの適正な利用 

 

図 29：無線 LAN の能率的かつ安全な利用 

 

オンライン教育コンテンツ 



１０ 電波利用料制度に係る企画・立案等 

 

（１）業務の内容 

電波利用料制度を適切に運営していくため、各電波利用共益事務の実施に加えて、電

波利用共益事務の内容及び料額の見直しに向けた検討、電波利用料財源についての予算

要求や執行の管理、電波の利用状況の調査・公表、免許人の方々からの電波利用料の徴

収等の業務を行っています。 

 

①  電波利用料制度に係る企画、立案、電波利用共益事務を行うための管理費用等 

電波利用共益事務の内容及び料額の見直しに向けた検討や、電波利用料財源につい

ての予算要求や執行の管理を行っています。 

電波利用料制度は少なくとも３年に１度見直しを実施しており、今後３年間に必要

とされる電波利用共益事務や費用の見積り、各無線局の料額算定に向けた各種調査な

どの企画、立案を行っています。電波利用料財源の予算額については、毎年度、政府

案を作成し、国会における審議を経て決定します。また、予算の成立後は、その予算

に基づいて行われる電波利用共益事務が計画的かつ適切に行われるように執行の管

理を行っています。 

      電波利用料財源では、各々の電波利用共益事務に要する費用のほか、電波利用共益

事務を専ら行う職員の人件費や電波監視職員の訓練に要する費用を支出しているほか、

総合通信局等における庁舎維持管理費等の一般財源と共同で負担すべき費用について、

適切な按分比に基づいて支出を行っています。 

 

  ② 電波の利用状況の調査・公表 

    技術の進歩に応じた最適な電波の利用を実現するために必要な周波数の再配分に

資するため、おおむね３年を周期として、周波数帯を３区分（714MHz 以下、714MHz を

超え 3.4GHz 以下、3.4GHz を超えるもの）し、国、地方公共団体及び民間が開設して

いる全ての無線局について電波の利用状況を調査し、調査結果及び評価結果を公表し

ています。 

 

  ③ 電波利用料の徴収 

無線局の免許が付与された場合、免許人の方々には、電波利用料を納付する義務が

発生します。総務省では、免許人の方々から電波利用料を適切に納付いただくため、

電波利用料債権の管理を行い、納入告知書等の送付や納付いただいた電波利用料の収

納登記等の事務を実施しています。なお、未納者に対しては、納付指導を行うほか、

必要な場合には督促や差押えを実施しています。 

 

 



（２）平成 30 年度の実施状況  

平成 30 年度は、企画・立案、徴収等に係る費用、職員の人件費や総合通信局等の庁

舎維持管理等に係る費用として 36.3 億円を支出しました。 

   電波の利用状況の調査・公表については、3.4GHz を超える周波数を使用する無線局

であって、国、地方公共団体及び民間が開設している無線局について、電波の利用状況

の調査を実施し、調査結果及び評価結果を公表しました。 

電波利用料の徴収については、99.98％の徴収率となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



人件費
電波利用料の

徴収
電波監視

職員の訓練
電波利用状況
の調査・公表

一般管理
経費

職員基本給 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,360,042 0 0 0 0 1,360,042

職員諸手当 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660,628 0 0 0 0 660,628

超過勤務手当 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,309 0 0 0 0 109,309

短時間勤務職員給与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,769 0 0 0 0 28,769

退職手当 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401,171 0 0 0 0 401,171

児童手当 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,445 12,445

諸謝金 101 0 12,032 192 0 0 0 475 0 90 0 0 0 89 0 0 12,978

委員等旅費 0 0 1,651 157 0 0 0 440 0 10 0 0 0 5 0 0 2,264

施設施工旅費 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430

赴任旅費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,525 4,525

電波監視等業務旅費 54,376 3,429 31,605 1,162 0 0 0 6,986 0 2,746 332 0 3,538 2,364 877 3,993 111,406

庁費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,445 7,445

電波監視等業務庁費 3,392,606 5,900,690 7,312,556 217,231 0 0 0 209,564 0 196,728 244,688 0 186,666 4,325 53,977 291,167 18,010,197

通信専用料 277,517 61,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339,140

電子計算機等借料 39,042 4,197,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,236,548

土地建物借料 152,360 198,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,861 370,911

各所修繕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,579 7,579

自動車重量税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 464

電波利用技術研究開発等委託費 0 0 10,825,881 671,868 556,659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,054,409

施設整備費 3,494,619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,494,619

政府開発援助国際電気通信連合
分担金

0 0 17,961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,961

国際電気通信連合分担金 0 0 515,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515,294

政府開発援助アジア・太平洋電気
通信共同体等拠出金

0 0 36,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,960

国際電気通信連合拠出金 0 0 62,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,402

国家公務員共済組合負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466,955 0 0 0 0 466,955

特定周波数対策交付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無線システム普及支援事業費等補助金 0 0 0 0 0 0 0 3,804,285 4,322,239 0 0 0 0 0 0 0 8,126,524

賠償償還及払戻金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 895 0 0 0 895

合計　※1 7,411,050 10,361,937 18,816,341 890,610 556,659 0 0 4,021,751 4,322,239 199,574 245,020 3,026,874 191,100 6,783 54,854 347,479 50,452,270

（参考：翌年度繰越額） 385,730 0 0 28,937 0 0 0 6,701,930 6,030,213 0 0 0 0 0 0 0 13,146,810

　※1　四捨五入のため合計が合わない場合あり。

IoT人材

１１　電波利用料予算の平成30年度支出状況

                           事務の種類

（目）の分類

電波監視の実
施

総合無線局
監理システム
の構築・運用

電波資源拡大
のための研究

開発等

電波利用料制度に関する企画・立案等
電波の安全性
に関する調査
及び評価技術

標準電波の
発射

電波の安全性
や適正利用に
関するリテラ
シーの向上

合計
※２

特定周波数
変更対策業務

特定周波数
終了対策

業務

無線ｼｽﾃﾑ
普及支援

事業

電波遮へい
対策事業


